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生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬

は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、

年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
と

生
涯
一
度
の
登
録
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
犬
を
飼
っ
て

お
ら
れ
る
方
は
、
ご
都
合
の
い

い
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
日
曜
日
に
も
日
程
を
設
け
て

い
ま
す
。

○
料
金

登
録
が
ま
だ
の
方 

６
千
900
円

登
録
済
み
の
方 

３
千
300
円

○
会
場
へ
お
越
し
の
際
は
引
き

綱
を
付
け
、
犬
を
制
止
で
き
る

方
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
フ
ン
は
必
ず
始
末
す
る
な

ど
、
他
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
鑑
札
と
注
射
済
票
は
必
ず
首

輪
に
付
け
て
く
だ
さ
い
。

○
犬
の
所
有
者
、
所
在
地
等
が

変
わ
っ
た
と
き
、
死
亡
し
た
と

き
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
届
け

て
く
だ
さ
い
。

問
＝
衛
生
課
（
☎
432
・
３
２
２

１
）

ここはここは
　どこ？　どこ？

第192回

暮
ら
し
の
行
政
困
り
ご
と
相
談

日
時　

４
月
10
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
所　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
（
１
階
①
番
窓
口
）

問
＝
京
都
行
政
評
価
事
務
所

　
　
（
☎
211
・
１
１
０
０
）

飼
い
犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射
の

お
知
ら
せ

　

前
回
の
正
解
は

北
野
天
満
宮
で
す
。

　

多
数
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
出
川
通
に
面
し
て
建
つ
一

の
鳥
居
の
額
で
す
。
こ
の
石
鳥

居
は
大
正
十
一
年
に
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
高
さ
一
一
・
四
ｍ
の

花
崗
岩
一
石
よ
り
切
り
出
さ
れ

　

正
解
者
の
中
か
ら
、
抽
選
で
３

名
の
方
に
記
念
品
を
差
し
上
げ

ま
す
。

　

は
が
き
に
、
答
え
と
住
所･

氏
名･

年
齢
・
本
紙
へ
の
感
想

等
（
感
想
は
紙
面
で
掲
載
の
場

合
あ
り
）
を
ご
記
入
の

う
え
、
〒
602
―
８
５
１

１　

上
京
区
役
所
「
か

み
ぎ
ょ
う
」
係
ま
で
。

締
切
り
は
３
月
31
日

（
消
印
有
効
）。

た
神
明
鳥
居
で
、
明
治
四
十

四
年
に
計
画
さ
れ
な
が
ら
十

年
を
か
け
て
完
成
し
ま
し
た
。

当
初
は
現
在
地
よ
り
南
、
下

ノ
森
に
あ
り
ま
し
た
が
、
西

陣
警
察
署
（
現
在
の
上
京
警

察
署
）
新
築
の
た
め
、
昭
和

四
十
一
年
に
移
設
さ
れ
ま
し

た
。
額
の
文
字
は
閑か
ん
い
ん
の
み
や

院
宮

載こ
と

仁ひ
と
親
王
の
筆
で
す
。（
い
）

ヒント　
この人の書斎です。

　

こ
の
映
画
は
、
聴
覚
障
害
者

で
組
織
す
る
「
全
日
本
ろ
う
あ

連
盟
」
が
、
創
立
60
周
年
を
記

念
し
て
作
成
し
た
映
画
で
、
監

督
と
出
演
者
の
多
く
が
聴
覚
障

害
者
で
す
。

　

上
京
区
身
体
障
害
者
団
体
連

合
会
が
中
心
と
な
り
、
上
京
区

社
会
福
祉
協
議
会
を
は
じ
め
、

区
内
の
福
祉
関
係
団
体
の
協
力

で
開
催
し
ま
す
。

内
容

　
「
ゆ
ず
り
葉
」
は
、
人
情
あ

ふ
れ
る
東
京
の
下
町
を
舞
台

に
、
も
う
一
つ
の
美
し
い
言
葉

〝
手
話
〞
で
織
り
な
す
、
優
し

さ
あ
ふ
れ
る
物
語
で
す
。

日
時　

３
月
24
日
（
土
）
午
後

１
時
30
分
〜
３
時
50
分

場
所　

ホ
テ
ル
ル
ビ
ノ
京
都
堀

川　

２
階
「
加
茂
の
間
」（
東

堀
川
通
下
長
者
町
下
る
）

参
加
費　

無
料

※
申
込
み
不
要
。
た
だ
し
、
10

名
以
上
で
ご
参
加
の
場
合
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

子
育
て
サ
ー
ク
ル
「
上
京
チ
ル

ド
ピ
ア
」

日
時　

毎
週
火
・
木
・
金
10
時

〜
正
午

場
所　

上
京
区
社
協
２
階

内
容　

３
歳
ま
で
の
乳
幼
児
さ

ん
と
保
護
者
の
子
育
て
サ
ー
ク

ル
で
す
。
カ
ー
ペ
ッ
ト
敷
き
の

広
い
部
屋
で
の
び
の
び
遊
ん
で

い
た
だ
け
ま
す
。

問
＝
上
京
区
社
協
（
☎
432
・
９

５
３
５
、
堀
川
通
中
立
売
西
入

一
筋
下
る　

元
聚
楽
小
学
校
内
）









































































〝
手
話
〞
で
織
り
な
す

〝
手
話
〞
で
織
り
な
す

  

映
画
「
ゆ
ず
り
葉
」
上
映

映
画
「
ゆ
ず
り
葉
」
上
映


平成24年度狂犬病予防注射実施日程（４月）
実施日 実施会場 時間
２日（月）室町小学校（西門） 午後２時～３時

嘉楽中学校（西北門） 午後３時30分～
 ４時

３日（火）正親小学校（西門） 午後２時～
 ２時45分

新町小学校（東門） 午後３時15分～
 ４時

４日（水）二条城北小学校
（東南門）

午後２時～
 ２時45分

乾隆小学校（体育館前） 午後３時15分～ ４時
５日（木）元聚楽小学校（東門） 午後２時～

 ２時45分
京都まなびの街　生き
方探究館（西北門）（上
京消防署西隣）

午後３時15分～
 ４時

６日（金）仁和小学校（東門） 午後２時～
 ３時30分

９日（月）元待賢小学校（西北門） 午後２時～ ２時30分
元春日小学校
（体育館前）

午後３時～
 ３時30分

10日（火）翔鸞小学校（東門） 午後２時～３時
11日（水）京極小学校（北門） 午後２時～３時

みつば幼稚園
（北側通用門）

午後３時30分
 ～４時

15日（日）西陣中央小学校
（大宮通側東門）

午後２時～
 ３時30分

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
の
方
が

所
有
さ
れ
て
い
る
資
産
の
評
価
の

確
認
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
固

定
資
産
（
土
地
、
家
屋
）
の
価
格

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

期
間･

時
間　

４
月
１
日
〜
５
月

１
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

国
民
健
康
保
険
、
後
期

国
民
健
康
保
険
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
か
ら

高
齢
者
医
療
制
度
か
ら

の
お
知
ら
せ

の
お
知
ら
せ

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
引
落
と

し
）
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
さ
れ

て
い
る
方
は
、
４
月
か
ら
平
成
24

年
度
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り

ま
す

　

平
成
24
年
２
月
に
平
成
23
年
度

保
険
料
を
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め

て
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
原
則

と
し
て
、
平
成
24
年
度
分
保
険
料

も
引
き
続
き
特
別
徴
収
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

４
月
、
６
月
、
８
月
の
各
月

は
、
平
成
24
年
２
月
と
同
額
を
特

別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き

（
仮
徴
収
）、
国
保
は
６
月
に
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
は
７
月
に
決

定
す
る
年
間
保
険
料
の
額
か
ら
仮

徴
収
額
を
除
い
た
額
を
10
月
、
12

月
、
平
成
25
年
２
月
の
３
回
に
分

割
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

（
本
徴
収
）。

　

口
座
振
替
に
よ
り
今
後
の
保
険

料
を
確
実
に
お
支
払
い
い
た
だ
け

る
方
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
保
険
年
金
課
へ

口
座
振
替
の
申
込
み
と
併
せ
て
納

付
方
法
の
変
更
を
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
保
険
年
金
課
へ
の
お
申
し

出
後
、
３
〜
４
か
月
後
に
特
別
徴

収
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

問
＝
保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
☎

441
・
５
１
３
０
、
１
階
⑦
番
窓

口
）

４
月
１
日
か
ら
、
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
た
と
き
に
も
限
度
額
適

用
認
定
証
が
使
用
で
き
ま
す

　

１
か
月
の
同
一
医
療
機
関
で
の

支
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
と
ど
め
る
限
度
額
適
用
認
定
証

に
つ
い
て
、
従
来
は
入
院
分
に
し

か
使
用
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

４
月
１
日
か
ら
外
来
診
療
に
も
使

用
で
き
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
が
必
要
な

方
は
、
保
険
証
と
印
か
ん
を
持
っ

て
、
保
険
年
金
課
に
申
請
の
う

え
、
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
次
の
①
又
は
②
に
該
当

す
る
方
は
現
在
お
持
ち
の
限
度
額

適
用
認
定
証
、
高
齢
受
給
者
証
又

は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

で
同
様
の
扱
い
を
受
け
ら
れ
ま
す

の
で
、
改
め
て
の
申
請
は
不
要
で

す
。

①
３
月
以
前
に
限
度
額
適
用
認
定

証
を
申
請
し
、
既
に
交
付
を
受
け

た
方

②
70
歳
以
上
で
課
税
世
帯
の
方

※
京
都
市
国
保
、
後
期
高
齢
者
医

療
以
外
の
保
険
に
ご
加
入
の
方

は
、
加
入
先
の
保
険
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
＝
保
険
年
金
課
保
険
給
付
・
年

金
担
当 

（
☎
441
・
５
１
３
８
、
１

階
⑤
番
窓
口
）

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
３
月
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す

　

70
〜
74
歳
の
方
で
一
部
負
担
金

の
割
合
が
「
１
割
」
の
方
（「
３

割
」
の
方
は
除
く
）
は
、
平
成
24

年
４
月
か
ら
「
２
割
」
負
担
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
24
年
４
月
〜
平

成
25
年
３
月
ま
で
、「
１
割
」
負

担
の
ま
ま
据
え
置
き
と
な
り
ま

す
。

問
＝
保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
☎

441
・
５
１
３
０
、
１
階
⑦
番
窓

口
）

　

本
市
で
は
、
母
子
家
庭
に
お
け

る
母
親
の
就
業
に
向
け
た
能
力
開

発
の
た
め
に
次
の
給
付
金
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
。
市

内
在
住
の
母
子
家
庭
に
お
け
る
母

親
が
対
象
。

○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事

業
　

厚
生
労
働
大
臣
指
定
教
育
訓
練

講
座
を
受
講
し
た
場
合
、
受
講
費

用
の
20
％
（
上
限
10
万
円
、
下
限

４
千
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
方
法　

受
講
開
始
前
に
支
援

保
護
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業

　

看
護
師（
准
看
護
師
を
含
む
）、

介
護
福
祉
士
、
保
育
士
、
作
業
療

法
士
、
理
学
療
法
士
、
歯
科
衛
生

士
、
歯
科
技
工
士
の
資
格
取
得
の

た
め
、
２
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
修
業
す
る
場
合
に
、
修
業
期

間
の
全
期
間
（
上
限
３
年
。
平
成

24
年
度
の
入
学
者
に
限
る
）
に
市

民
税
非
課
税
世
帯
で
月
額
10
万
円

の
給
付
金
と
５
万
円
の
修
了
一
時

金
を
、
市
民
税
課
税
世
帯
で
月
額

７
万
500
円
の
給
付
金
と
２
万
５
千

円
の
修
了
一
時
金
を
支
給
し
ま

す
。

　

な
お
、
支
給
は
申
請
を
受
け
付

け
た
日
の
属
す
る
月
以
降
の
分
か

ら
支
給
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
定

期
的
に
在
籍
証
明
書
等
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法　

受
講
開
始
後
に
支
援

保
護
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
＝
支
援
保
護
課
支
援
第
一
担
当

（
☎
441
・
５
１
１
９
、
３
階
⑮
番

窓
口
）

原
動
機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
等
の
廃
車

申
告
等
は
お
早
目
に

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
譲
渡
、
廃
棄
、
盗
難
等
に
よ

り
、
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動

車
等
を
現
在
所
有
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
３
月
30
日
（
金
）
ま
で

に
必
ず
廃
車
及
び
異
動
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
が
な
い
場

合
は
、
平
成
24
年
度
以
降
も
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
や
排
気
量
が

125
㏄
超
の
バ
イ
ク
の
場
合
で
、
転

出
や
譲
渡
に
よ
り
他
府
県
ナ
ン

バ
ー
に
変
更
す
る
時
は
、
転
出

（
譲
渡
）
先
の
運
輸
支
局
等
で
の

手
続
き
に
加
え
て
、
本
市
へ
の

「
税
の
廃
車
申
告
」
も
忘
れ
ず
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
せ

・
原
動
機
付
自
転
車
（
125
㏄
以
下

の
バ
イ
ク
及
び
ミ
ニ
カ
ー
）
及
び

小
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー
ク
・

リ
フ
ト
、
農
耕
作
業
用
の
も
の
な

ど
）
…
市
民
税
課
（
☎
441
・
５
０

６
８
）、
市
納
税
推
進
課
（
☎

213
・
５
４
６
７
）

・
３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車
…　

軽
自
動
車
検
査
協
会
京
都
事
務
所

（
☎
671
・
０
９
２
８
）

・
125
㏄
超
250
㏄
以
下
の
バ
イ
ク

　

廃
車
し
た
と
き
：
京
都
府
軽
自

動
車
協
会
（
☎
691
・
６
５
１
６
）

　

廃
車
以
外
の
変
更
の
と
き
：
京

都
運
輸
支
局
（
☎
050
・
５
５
４

０
・
２
０
６
１
）

・
250
㏄
超
の
バ
イ
ク
…
京
都
運
輸

支
局
（
☎
050
・
５
５
４
０
・
２
０

６
１
）

　

麻
疹
は
感
染
力
が
大
変
強
く
、

脳
炎
な
ど
の
合
併
症
を
起
こ
す
頻

度
も
高
い
病
気
で
す
。
平
成
20
年

度
か
ら
24
年
度
ま
で
５
年
間
の
期

限
付
き
で
、
麻
疹
・
風
疹
（
Ｍ

Ｒ
）
の
定
期
予
防
接
種
は
Ⅰ
期
・

Ⅱ
期
に
加
え
、
Ⅲ
期
・
Ⅳ
期
に
拡

大
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
平

成
23
年
度
に
お
け
る
接
種
対
象
の

方
は
公
費
で
受
け
ら
れ
る
期
間
が

３
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
に
つ
い

て
は
上
京
保
健
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
い
た
だ
く
か
、

か
か
り
つ
け
の
医
療
機
関
又
は
保

健
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
＝
健
康
づ
く
り
推
進
課
成
人
保

健
・
医
療
担
当
（
☎
432
・
３
２
２

１
）

て
い
な
い
方
で
お
知
ら
せ
が
届
か

な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
の
国

内
導
入
に
つ
い
て
、
定
期
接
種
と

し
て
広
く
実
施
で
き
る
よ
う
、
生

ワ
ク
チ
ン
か
ら
の
移
行
の
方
法
な

ど
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
不
活
化
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
を

導
入
す
る
ま
で
、
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
せ
ず
に
様
子
を
見
る
人

が
増
え
る
と
、
免
疫
を
持
た
な
い

人
が
増
え
て
国
内
で
ポ
リ
オ
が
流

行
す
る
危
険
性
が
あ
り
、
接
種
を

待
つ
こ
と
は
お
勧
め
で
き
ま
せ

ん
。

　

他
の
予
防
接
種
と
の
接
種
間
隔

な
ど
ご
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
＝
健
康
づ
く
り
推
進
課
成
人
保

健
・
医
療
担
当
（
☎
432
・
３
２
２

１
）

類
（
運
転
免
許
証･

健
康
保
険
証

等
））

○
相
続
人
：
戸
籍
謄
本
等
、
本
人

確
認
書
類

○
納
税
管
理
人
及
び
そ
の
代
理

人
：
委
任
状
、
本
人
確
認
書
類

審
査
の
申
出　

固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
場
合
、
４
月
１
日
か
ら
納

税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
後

60
日
ま
で
の
間
に
、
固
定
資
産
評

縦
覧
で
き
る
方　

そ
の
区
の
固
定

資
産
税
の
納
税
者
（
土
地
の
納
税

者
は
土
地
の
、
家
屋
の
納
税
者
は

家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま

す
）
及
び
そ
の
相
続
人
、
納
税
管

理
人
及
び
そ
の
代
理
人

場
所　

資
産
所
在
地
の
区
役
所･

支
所

縦
覧
に
必
要
な
も
の

○
納
税
者
：
納
税
通
知
書
（
お
持

ち
で
な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
書

価
審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
出
が

で
き
ま
す
。

　

受
付
窓
口
は
、
資
産
所
在
地
の

区
役
所･

支
所
の
固
定
資
産
税
課

又
は
課
税
課
固
定
資
産
税
担
当
で

す
。

問
＝
固
定
資
産
税
課
（
☎
441
・
５

０
９
２
、
５
０
８
６
、
２
階
⑭
番

窓
口
）
又
は
資
産
所
在
地
の
区
役

所･

支
所
の
固
定
資
産
税
課
若
し

く
は
課
税
課
固
定
資
産
税
担
当

固
定
資
産
税
評
価
額
の

縦
覧
に
つ
い
て

●●●●　引っ越しの季節です。各種手続きをお忘れなく　●●●●

引
っ
越
し

届出の種類 届出期間 必要なもの 窓口
住所の異動 市外から転入 住所を定めた日

から14日以内
印鑑・転出証明書 本人確認書類（本人・世帯主

以外は委任状と委任を受けた
方の本人確認書類）

市民窓口課窓口担当（☎441-5057）
市内で異動 印鑑 新住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
市外へ転出 転出日まで 市民窓口課窓口担当（☎441-5057）
※住民基本台帳カードをお持ちの方は市民窓口課窓口担当（☎441-5057）にお問い合わせください。
※ 外国人の方は、住所を定めた日から14日以内に本人（16歳以上の同居親族の代理可）が外国人登録証明書を持って、新住所地市
区町村担当（本市の場合は区役所・支所市民窓口課）へ（前住所地への届出不要）

印鑑登録 市外へ転出される場合は、転出届により自動的に抹消。新住所地の担当課で新規に登録してください。なお、市内での異動の場合
は、引き続き同じ印鑑登録証が使用できますので手続きは必要ありません。

国民年金 加
入
者
市外から転入 住所を定めた日

から14日以内
印鑑・年金手帳など 保険年金課保険給付・年金担当（☎441-5138）

市外へ転出 新住所地の年金担当課
受給者 住所を定めた日から14日以内に新住所地所管の年金事務所へ住所変更届を送付（届出用はがきは新住所地の年金

担当課にあります）
第３号被保険者の住所変更の場合は、配偶者の勤務先へ

国民健康保険 市外から転入 住所を定めた日
から14日以内

印鑑・本人確認書類など 保険年金課資格担当（☎441-5130）
市内で異動 印鑑・本人確認書類・被保険者証 新住所地の区役所・支所保険年金課
市外へ転出 保険年金課資格担当（☎441-5130）

介護保険
（65歳以上の方、
被保険者証をお
持ちの方）

市外から転入 住所を定めた日
から14日以内

印鑑・受給資格証明書（前住所地で要介護認定
を受けていた方）

福祉介護課介護保険担当（☎441-5106）

市内で異動 印鑑・被保険者証・各種減額証（お持ちの方） 新住所地の区役所・支所福祉介護課
市外へ転出 福祉介護課介護保険担当（☎441-5106）

後期高齢者医療
（75歳以上の方、
被保険者証をお
持ちの方）

市外から転入 住所を定めた日
から14日以内

印鑑・後期高齢者医療被保険者証・負担区分証明書 保険年金課資格担当（☎441-5130）
市内で異動 印鑑・後期高齢者医療被保険者証など 新住所地の区役所・支所保険年金課
市外へ転出 保険年金課資格担当（☎441-5130）

※次の制度については、各担当課へお問い合わせください。
乳幼児健診⇒健康づくり推進課母子・精神保健担当（☎432-3221）へ
特定疾患医療⇒健康づくり推進課成人保健・医療担当（☎432-3221）へ
児童扶養手当⇒支援保護課支援第一担当（☎441-5119）へ　 特別障害者手当・特別児童扶養手当⇒支援保護課支援第二担当（☎441-5121）へ
福祉医療（老人・重度心身障害者・母子家庭等・子ども）・子ども手当・敬老乗車証⇒福祉介護課福祉担当（☎441-5103）へ
＜大型ごみ＞申込みから収集まで１週間程度かかりますので、申込みはお早めに。
料金＝有料 ※次に掲げるものは大型ごみとして収集できません。テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機は家電リサイクルの対象であるため、販売店に引取りを依頼してください。
受付時間＝毎日　午前９時～午後５時
申込み＝大型ごみ受付センター（フリーダイヤル0120-100-530（通話料無料）、携帯電話からは☎0570-000-247（通話料有料））。なお、申込み以外
の問合せは生活環境美化センター（☎691-9376）まで（土日を除く。午前８時30分～午後５時15分）
＜京都市不用品リサイクル情報案内システム「いつでもフリーマ！！」＞
家庭で使わなくなった不用品の情報を、譲りたい人と譲ってほしい人が、電話・FAX（☎241-0530）、インターネット いつでもフリーマ 検索  で、
24時間登録・検索できるシステムもありますので、ご利用ください。　※品物の譲渡は当事者間で行っていただきます。

証
明
書

証明書の種類 必要なもの 窓口
戸籍など 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄

本、戸籍附票の写し
本人確認書類（直系親族以外は委任状と委任を
受けた方の本人確認書類）

本籍地の区役所・支所市民窓口課、出張所

住民票など 住民票の写し、住民票記載事項
証明、登録原票記載事項証明

本人確認書類（同一世帯の家族以外は委任状と
委任を受けた方の本人確認書類）

市内すべての区役所・支所の市民窓口課、出
張所、証明書発行コーナー

印鑑登録証明書 印鑑登録証
各種税証明 所得証明、課税証明、評価証明、

納税証明（市・府民税、法人市
民税、固定資産税）

本人確認書類（本人以外の場合は委任状と委任
された方の本人確認書類。法人の場合は、請求
に来られる方の本人確認書類と代表者印）、納税
通知書又は領収書（住宅用家屋証明を除く）納税証明（軽自動車税） 市内すべての区役所・支所の市民税課（課税課）

住宅用家屋証明 資産所在地の区役所・支所の市民税課（課税課）
※本人確認書類…運転免許証、パスポート、健康保険証など

エ
コ
ま
ち

エ
コ
ま
ち

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

だ
よ
り

だ
よ
り

　

新
た
に
京
都
市
に
転
入
さ
れ
た

方
に
、
ご
み
の
出
し
方
・
ご
み
減

量
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
情
報

誌
・
資
源
物
回
収
拠
点
（
て
ん
ぷ

ら
油
・
蛍
光
管
・
乾
電
池
・
一
升

び
ん
・
ビ
ー
ル
び
ん
・
紙
パ
ッ

ク
）
マ
ッ
プ
や
お
試
し
用
の
指
定

ご
み
袋
を
お
渡
し
す
る
と
と
も

に
、
お
住
ま
い
に
な
る
地
域
の
ご

み
収
集
日
な
ど
を
ご
案
内
し
て
い

ま
す
。
上
京
エ
コ
ま
ち
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
で
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

問
＝
上
京
エ
コ
ま
ち
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（
☎
366
・
０
７
７
６
、
２
階
⑳

番
窓
口
）

平成23年度における接種対象者
第Ⅰ期 １歳児

第Ⅱ期 平成17年4月2日～18年4月1日生ま
れ（年長児相当）

第Ⅲ期 平成10年4月2日～11年4月1日生ま
れ（中学1年生相当）

第Ⅳ期 平成5年4月2日～6年4月1日生まれ
（高校３年生相当）

注）平成25年度からはⅠ期、Ⅱ期のみとなります。

麻
疹
・
風
疹
（
Ｍ
Ｒ
）
二
種

混
合
ワ
ク
チ
ン
の
お
知
ら
せ

Ⅱ
期
・
Ⅲ
期
・
Ⅳ
期
接
種
は

３
月
末
ま
で
に
！

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業

春
の
春
の
急
性
灰
白
髄
炎

急
性
灰
白
髄
炎（
ポ
リ
オ
）

（
ポ
リ
オ
）

  

予
防
接
種

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

の
お
知
ら
せ

対
象　

生
後
３
月
か
ら
生
後
90
月

（
７
歳
６
か
月
）
に
至
る
ま
で
の

乳
幼
児

実
施
日　

４
月
２
日
（
月
）、
９

日
（
月
）、
16
日
（
月
）、
23
日

（
月
）

実
施
場
所　

上
京
保
健
セ
ン
タ
ー

受
付
時
間　

午
後
１
時
30
分
〜
３

時料
金　

無
料

　

対
象
者
に
は
お
知
ら
せ
を
送
付

し
ま
す
。
ポ
リ
オ
生
ワ
ク
チ
ン
は

２
回
接
種
し
な
い
と
十
分
な
効
き

目
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
が
初
め

て
の
方
は
秋
に
も
う
一
度
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
だ
２
回
接
種
し
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